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基
礎
年
金
の
水
準
を
め
ぐ
っ
て

２
０
２
５
年
１
月

２
０
２
５
年
改
正
に
向
け
た
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
の
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
基
礎

年
金
拠
出
期
間
45
年
化
が
早
々
に
先
送
り
さ
れ
、
改
正
の
ハ
ー
ド
ル
は
大
き
く
下
が
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
た
が
、
基
礎
年
金
底
上
げ
の
方
法
や
「
年
収
の
壁
」
へ
の
対
応
な
ど
、
意
外
に
議
論
が
錯
綜
し
た
印

象
が
あ
る
。
は
た
し
て
少
数
与
党
の
自
公
政
権
が
年
金
改
正
の
重
荷
を
背
負
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
先

行
き
不
透
明
だ
が
、
こ
う
い
う
時
こ
そ
年
金
制
度
の
原
点
に
立
ち
返
っ
た
大
局
的
な
視
点
が
必
要
な
の

だ
ろ
う
。

現
行
の
年
金
制
度
に
は
２
つ
の
軸
足
が
あ
る
。
一
つ
は
、
１
９
８
５
年
改
正
に
よ
る
基
礎
年
金
の
導

入
と
二
階
建
て
年
金
制
度
の
枠
組
み
。
も
う
一
つ
は
、
２
０
０
４
年
改
正
に
よ
る
保
険
料
上
限
設
定
と

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
年
金
水
準
の
自
動
調
整
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
報
酬
比
例
年
金

の
調
整
が
２
０
２
６
年
度
に
は
終
了
す
る
の
に
対
し
て
、
デ
フ
レ
経
済
に
よ
る
物
価
ス
ラ
イ
ド
特
例
水
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準
の
解
消
の
遅
れ
や
名
目
下
限
措
置
に
よ
り
調
整
が
遅
れ
た
基
礎
年
金
に
つ
い
て
は
、
調
整
が
長
期
に

わ
た
り
続
き
、
基
礎
年
金
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
高
齢
者
の
基
礎
的
消
費
水
準
の
保
障
と
い
う
考
え
方

か
ら
大
き
く
後
退
す
る
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
昨
年
10
月
に
開
催
さ
れ
た
年
金
学
会
研
究
発
表
会
で
は
、
年
金
改
革
に
関
連
付

け
た
基
礎
年
金
の
水
準
論
に
関
す
る
骨
太
の
議
論
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
筆
者
が
特
に
注
目
し
た

の
は
、
日
本
総
合
研
究
所
・
高
橋
俊
之
氏
の
基
調
講
演
「
基
礎
年
金
水
準
の
改
正
経
緯
と
今
後
の
展
望
」

と
、
年
金
シ
ニ
ア
プ
ラ
ン
総
合
研
究
機
構
・
坂
本
純
一
氏
の
「
厚
生
年
金
保
険
制
度
の
所
得
再
分
配
機

能
か
ら
要
請
さ
れ
る
基
礎
年
金
の
水
準
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。

高
橋
氏
は
、
老
後
の
生
活
の
基
礎
的
部
分
を
保
障
す
る
水
準
と
い
う
基
礎
年
金
制
度
創
設
時
の
考
え

方
は
、
特
に
低
中
所
得
層
の
年
金
水
準
の
確
保
を
通
じ
た
貧
困
防
止
と
い
う
観
点
や
、
二
階
部
分
を
持

た
な
い
人
も
多
い
障
害
・
遺
族
の
基
礎
年
金
の
水
準
を
確
保
す
る
上
で
重
要
だ
と
い
う
。
ち
な
み
に
、

制
度
創
設
時
の
基
礎
年
金
の
年
金
額
は
月
額
５
万
円
で
、
当
時
の
65
歳
以
上
単
身
無
業
の
基
礎
的
消
費

支
出
４
万
７
６
０
０
円
に
ほ
ぼ
見
合
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
状
（
２
０
２
３
年
度
）
は
、
基
礎
的
消

費
支
出
７
万
６
２
６
７
円
に
対
し
て
基
礎
年
金
は
６
万
６
２
５
０
円
で
あ
り
、
約
１
万
円
の
差
が
生
じ
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て
い
る
。

こ
の
差
の
さ
ら
な
る
拡
大
は
と
て
も
放
置
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
現
状
に
対
し
て
、
高
橋
氏
は
、
基

礎
年
金
と
報
酬
比
例
部
分
の
ス
ラ
イ
ド
調
整
期
間
の
一
致
、
被
用
者
保
険
適
用
拡
大
の
徹
底
、
基
礎
年

金
拠
出
期
間
45
年
化
の
３
点
セ
ッ
ト
で
の
改
革
を
行
え
ば
、
制
度
創
設
時
の
基
礎
年
金
水
準
の
考
え
方

に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

坂
本
純
一
氏
は
、
防
貧
機
能
の
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
高
い
目
標
を
掲
げ
る
。
貧
困
ラ
イ

ン
ぎ
り
ぎ
り
の
可
処
分
所
得
で
生
活
し
て
き
た
単
身
者
が
、
相
対
的
貧
困
ラ
イ
ン
程
度
の
収
入
を
得
る

た
め
の
基
礎
年
金
の
水
準
で
あ
る
。
こ
こ
で
相
対
的
貧
困
ラ
イ
ン
と
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
基
準
に
基
づ
い

て
国
民
生
活
基
礎
調
査
（
２
０
２
２
年
）
に
お
い
て
算
出
し
た
も
の
で
、
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値

の
半
分
の
線
、
２
０
２
１
年
度
で
年
額
１
２
７
万
円
（
月
額
10
万
５
８
３
３
万
円
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
実

現
す
る
に
は
、
高
橋
氏
の
い
う
３
点
セ
ッ
ト
に
加
え
て
、
70
歳
ま
で
の
就
労
と
70
歳
か
ら
の
繰
下
げ
増

額
受
給
の
実
行
が
必
要
だ
と
い
う
。

基
礎
的
消
費
水
準
の
確
保
、
さ
ら
に
は
防
貧
機
能
の
強
化
に
向
け
て
、
引
き
続
き
重
い
政
策
課
題
を

背
負
う
。


